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(57)【要約】
【課題】アルカリ剤を含有する毛髪処理剤において、毛髪施術時の一過性の皮膚刺激感を
抑制し、しかもアルカリ剤の刺激臭をも低減することのできる毛髪処理剤を提供すること
。
【解決手段】パーマネントウェーブ剤、縮毛矯正剤、毛髪脱色剤、酸化染毛剤などのアル
カリ剤を含有する毛髪処理剤であって、カルボンと、メントール又はカンファを含有する
ことを特徴とする毛髪処理剤とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルカリ剤を含有する毛髪処理剤であって、カルボンと、メントール又はカンファを含
有することを特徴とする毛髪処理剤。
【請求項２】
　前記アルカリ剤を含有する毛髪処理剤が、パーマネントウェーブ剤、縮毛矯正剤、毛髪
脱色剤又は酸化染毛剤である請求項１に記載の毛髪処理剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アルカリ剤を含有する毛髪処理剤に関する。詳しくは、含有するアルカリ剤
による皮膚への刺激感を抑制する毛髪処理剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーマネントウェーブ剤、縮毛矯正剤、毛髪脱色剤、酸化染毛剤などの毛髪処理剤には
、毛髪のキューティクルを膨潤させ、薬剤の機能を十分に発現させるために、強いアルカ
リ性の状態に維持されている。このような毛髪処理剤には、アルカリ性の状態を維持する
ために、アルカリ剤が配合される。
【０００３】
　しかしながら、アルカリ剤が配合された毛髪処理剤を使用すると、当該アルカリ剤によ
って、使用者が頭皮に不快感を伴う一過性の皮膚刺激を起こす場合がある。また、消費者
における昨今の安全性志向の高まりから、高い機能を有していても、前記刺激感を引き起
こす毛髪処理剤は、使用が避けられる傾向にある。
【０００４】
　そこで、前記アルカリ剤が配合される毛髪処理剤において、皮膚における前記刺激感の
発生を抑制する組成物が報告されている。例えば、チモール化合物又はその塩を配合した
パーマ剤（特許文献１を参照）、アニオン性界面活性剤（特許文献２を参照）又はフィチ
ン酸（特許文献３を参照）を配合した毛髪脱色剤又は酸化染毛剤が報告されている。
【０００５】
　しかしながら、前記特許文献１～３に記載の発明では、使用者によっては、アルカリ剤
による皮膚に対する刺激感の発生を抑制できない場合があり、十分とは言えないのが現状
である。
【０００６】
【特許文献１】特開平５－３９２１１号公報
【特許文献２】特開２００４－３３９１７９号公報
【特許文献３】特開２００７－３９３５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、前記従来技術に鑑みてなされたものであって、毛髪施術時の一過性の皮膚刺
激感を抑制し、しかもアルカリ剤の刺激臭をも低減することのできる毛髪処理剤を提供す
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　すなわち、本発明は、
〔１〕アルカリ剤を含有する毛髪処理剤であって、カルボンと、メントール又はカンファ
を含有することを特徴とする毛髪処理剤、並びに
〔２〕前記アルカリ剤を含有する毛髪処理剤が、パーマネントウェーブ剤、縮毛矯正剤、
毛髪脱色剤又は酸化染毛剤である前記〔１〕に記載の毛髪処理剤
に関する。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明の毛髪処理剤は、毛髪への施術時に起こる一過性の皮膚刺激感を効果的に抑制す
ることができ、しかも、毛髪処理剤中のアルカリ剤の刺激臭をも効果的に抑制することが
できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の毛髪処理剤は、アルカリ剤を含有するものであって、必須成分として、カルボ
ンと、メントール又はカンファを含有する。
【００１１】
　カルボンは、キャラウエイ油などの精油中に含まれるモノテルペンである。
【００１２】
　メントールは、はっか油中に含まれるモノテルペンアルコールである。また、カンファ
は、クスノキの精油中に含まれる成分であり、ショウノウとも呼ばれる物質である。
【００１３】
　カルボンの含有量は、本発明の効果を発揮すれば特に限定されないが、毛髪処理剤中、
０．０５～１０質量％とすることが好ましく、０．１～５質量％とするのがより好ましい
。０．０５質量％未満の含有量の場合、一過性の皮膚刺激感並びにアルカリ剤の刺激臭の
抑制効果に劣るために、また、１０質量％を超えて含有しても、それ以上の効果が望めな
いために、いずれの場合も好ましくない。
【００１４】
　また、メントール又はカンファの含有量は、本発明の効果を発揮すれば特に限定されな
いが、毛髪処理剤中、０．０５～１０質量％とすることが好ましく、０．１～５質量％と
するのがより好ましい。０．０５質量％未満の含有量の場合、一過性の皮膚刺激感並びに
アルカリ剤の刺激臭の抑制効果に劣るために、また、１０質量％を超えて含有しても、そ
れ以上の効果が望めないために、いずれの場合も好ましくない。
【００１５】
　尚、本発明にかかる毛髪処理剤は、第一の成分であるカルボンと、第二の成分であるメ
ントール又はカンファの含有比は特に限定されないが、好ましくは、重量比で０．１：１
～１０：１、より好ましくは０．２：１～５：１、更に好ましくは０．５：１～２：１と
なるように配合する。第一の成分の含有量が第二の成分の１０重量部を超えて配合すると
、また、０．１重量部未満の場合、一過性の皮膚刺激感の抑制効果並びにアルカリ剤の刺
激臭の抑制効果が十分に発揮されない場合があるために好ましくない。
【００１６】
　本発明かかるアルカリ剤を含有する毛髪処理剤としては、パーマネントウェーブ剤、縮
毛矯正剤、毛髪脱色剤、酸化染毛剤などが挙げられる。通常、これら毛髪処理剤は、二剤
式の形態で用いられるが、一剤式や三剤式の毛髪処理剤であっても良い。
【００１７】
　本発明の毛髪処理剤をパーマネントウェーブ剤や縮毛矯正剤として用いる場合、上記し
た必須成分の他、通常、第１剤にアンモニア、重炭酸アンモニウム、炭酸アンモニウム、
水酸化ナトリウム、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン
、イソプロパノールアミン、２－アミノ－２－メチル－１－プロパノール等のアルカリ剤
；システイン、Ｎ－アセチルシステイン、ホモシステイン、チオグリコール酸、チオ乳酸
、チオリンゴ酸、チオ酒石酸等の還元剤が含有される。
【００１８】
　また、第２剤には、臭素酸ナトリウム、臭素酸カリウム、過ホウ酸ナトリウム、過酸化
水素などの酸化剤が含有される。
【００１９】
　毛髪脱色剤として使用する場合、上記の必須成分の他、通常、第１剤にアンモニア、重
炭酸アンモニウム、炭酸アンモニウム、水酸化ナトリウム、モノエタノールアミン、ジエ
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タノールアミン、トリエタノールアミン、イソプロパノールアミン、２－アミノ－２－メ
チル－１－プロパノール等のアルカリ剤が含有され、第２剤には、過酸化水素などの酸化
剤が含有される。
【００２０】
　酸化染毛剤として用いる場合、通常、上記毛髪脱色剤の第１剤に、更に、ｐ－フェニレ
ンジアミン、ｐ－アミノフェノール、ｏ－アミノフェノール、ｐ－メチルアミノフェノー
ル等の染料前駆体や、レゾルシン、カテコール、ｍ－アミノフェノール等のカップラーが
含有される。
【００２１】
　上記した毛髪処理剤に含有させる成分は、毛髪処理の目的とする機能を発揮する通常の
量を含有させれば良い。
【００２２】
　本発明の毛髪処理用組成物には、上記した成分の他、本発明の効果を阻害しない範囲で
あれば、エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール；ラウリルアルコール、ミリ
スチルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール等の高級アルコール；ラウ
リン酸、ミリスチン酸、ステアリン酸、オレイン酸等の高級脂肪酸；ミリスチン酸ミリス
チル、ミリスチン酸イソステアリル、ステアリン酸ステアリル等のエステル；アボガド油
、オリーブ油、サフラワー油、硬化油等の動植物油；ポリエチレングリコール、グリセリ
ン、ポリグリセリン、１，３－ブチレングリコール、１，２－ペンタンジオール、１，２
－オクタンジオール等の多価アルコール；ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸
エステル、及びこれらのアルキレンオキシド付加物、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ポ
リオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル、ポリオキ
シエチレンラノリン等のノニオン界面活性剤；エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピル
エチルジメチルアンモニウム等の四級アンモニウム塩、塩化ステアリルトリメチルアンモ
ニウム等のアルキルアミン塩、ステアリン酸ジエチルアミノエチルアミド等の脂肪酸アミ
ドアミン塩などのカチオン界面活性剤；高級脂肪酸石鹸、アルキル硫酸エステル塩、アル
キルリン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、アルキルエーテルリン酸エ
ステル、アルキルエーテルカルボン酸塩、アシルメチルタウリン塩、アルキルスルホコハ
ク酸及びその塩等のアニオン界面活性剤；アルキルグリシン塩、カルボキシメチルグリシ
ン塩、Ｎ－アシルアミノエチル－Ｎ－２－ヒドロキシエチルグリシン塩等のグリシン型両
性界面活性剤、アルキルアミノプロピオン酸塩、アルキルイミノジプロピオン酸塩等のア
ミノプロピオン酸型両性界面活性剤、アルキルジメチルアミノ酢酸ベタイン、脂肪酸アミ
ドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン等のアミノ酢酸ベタイン型両性界面活性剤、アル
キルヒドロキシスルホベタイン等のスルホベタイン型両性界面活性剤等の両性界面活性剤
；赤色２号、赤色１０２号、黄色２０２号の（１）、黄色２０２号の（２）、黄色２０３
号、黒色４０１号等の色素；カチオン性高分子、加水分解ペプチド、ｐＨ安定剤、キレー
ト剤、増粘剤、抗炎症剤、紫外線吸収剤、各種アミノ酸、植物抽出エキス、香料、水等を
目的に応じて適宜含有させることができる。
【実施例】
【００２３】
　次に、本発明を実施例に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明は、かかる実施例の
みに限定されるものではない。
【００２４】
〔試験例１：被験者の選定〕
　アルカリ剤に敏感な被験者の選定は、特開２００７－１９１４１２号公報に示される方
法により実施した。すなわち、室温（２３～２７℃）の部屋において、試験前に被験者の
頸部を濡れタオルで拭き、皮脂汚れなどを取り除いた後、５分間安静に待機させた。待機
後、頸部に表１に示す組成からなる毛髪脱色剤の処方１中の第１剤８０重量部と第２剤２
０重量部とを混合することにより、毛髪脱色剤を調製した。また、処方２についても、処
方１と同様にして毛髪脱色剤を調製した。
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【００２５】
　尚、処方１では、アルカリ剤が高含量となるように毛髪脱色剤を調製し、処方２では、
アルカリ剤が低含量となるように毛髪脱色剤を調製し、一過性の皮膚刺激の有無を容易に
判断することができるようにした。
【００２６】
【表１】

【００２７】
　次に、得られた毛髪脱色剤を被験者の頸部に塗布した。被験者の頸部には、正中線から
左右いずれかに外れた皮膚分節Ｃ２～Ｃ３付近の約３ｃｍ×３ｃｍ四方の領域内に処方１
の毛髪脱色剤１ｇを塗布し、正中線から外れた他方の約３ｃｍ×３ｃｍ四方の領域内に処
方２の毛髪脱色剤１ｇを塗布した。
【００２８】
　処方１（アルカリ剤高含量処方）および処方２（アルカリ剤低含量処方）のそれぞれに
ついて、塗布から５、７または１０分経過時の皮膚の刺激強度を以下の評価基準に基づい
て評価し、その平均点数を算出した。
【００２９】
＜皮膚の刺激強度の評価基準＞
０点：刺激を感じない。
１点：刺激をかすかに感じる。
２点：刺激をはっきりと感じる。
３点：刺激を我慢できないほど感じる。
【００３０】
　次に各被験者について、処方１で求めた平均点と処方２で求めた平均点とを比較しても
らい、その平均点の大小関係を比較し、「処方１で求めた平均点」が「処方２で求めた平
均点」より高い被験者１０名を選定した。
【００３１】
〔試験例２：毛髪処理剤の評価〕
　表２に示す組成に従い、実施例及び比較例の毛髪脱色剤を調製し、以下のアルカリ剤の
皮膚刺激抑制効果（評価１）並びにアルカリ剤の刺激臭抑制効果（評価２）について評価
した。
【００３２】
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【表２】

【００３３】
＜皮膚刺激抑制効果の評価（評価１）＞
　試験例１で選定した被験者１０名により、試験例１と同様の方法により、実施例及び比
較例の各試料と、処方１の試料との一過性の皮膚刺激の程度を平均点により比較して評価
した。評価の結果、得られた被験者の人数を表３に示す。
【００３４】
＜刺激臭抑制効果の評価（評価２）＞
　試験例１で選定した被験者１０名により、各試料の臭気を嗅ぎ、各試料のアルカリ剤の
刺激臭の程度と、処方１の試料のアルカリ剤の刺激臭の程度とを比較し評価した。評価の
結果、得られた被験者の人数を表３に示す。
【００３５】
【表３】

【００３６】
　表３の結果、本発明の毛髪処理剤は、毛髪への施術時に起こる一過性の皮膚刺激感を効
果的に抑制することができ、しかも、毛髪処理剤中のアルカリ剤の刺激臭をも効果的に抑
制できることが分かる。
【００３７】
　以下、本発明の毛髪処理剤の処方例を示す。尚、配合量は、質量％である。
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【００３８】
（処方例１：二剤式酸化染毛剤）
＜第１剤＞
　ポリオキシエチレン（２０）硬化ヒマシ油　　　　　　５．０
　ポリオキシエチレン（２０）セチルエーテル　　　　　２．５
　３０％塩化ステアリルトリメチルアンモニウム　　　　３．０
　ホホバ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　ポリオキシエチレン（５０）・
　　　　　　　　メチルポリシロキサン共重合体　　　　１．０
　マイクロクリスタリンワックス　　　　　　　　　　　１．０
　セチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
　オレイルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　１，２－オクタンジオール　　　　　　　　　　　　　１．０
　モノエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　４．０
　２８％アンモニア水　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　炭酸アンモニウム　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８
　パラフェニレンジアミン　　　　　　　　　　　　　　０．４
　レゾルシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５
　塩酸２，４－ジアミノフェノキシエタノール　　　　　０．０３
　メタアミノフェノール　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
　無水亜硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　０．５
　エデト酸二ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　カルボン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　カンファ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部　
　　　合　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
【００３９】
＜第２剤＞
　３５％過酸化水素水　　　　　　　　　　　　　　　１６．５
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部　
　　　合　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
【００４０】
（処方例２：二剤式毛髪脱色剤）
＜第１剤＞
　ポリオキシエチレン（１０）硬化ヒマシ油　　　　　　７．０
　ポリオキシエチレン（４０）セチルエーテル　　　　　２．５
　２８％塩化ステアリルトリメチルアンモニウム　　　　３．０
　モノエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　２８％アンモニア水　　　　　　　　　　　　　　　　７．０
　セチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　オレイルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　Ｌ－システイン塩酸塩　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　Ｌ－プロリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　０．５
　ｄｌ－α－トコフェロール　　　　　　　　　　　　　０．２
　エデト酸二ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　カルボン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部　
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　　　合　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
【００４１】
＜第２剤＞
　モノラウリン酸デカグリセリル　　　　　　　　　　　０．４
　ポリオキシエチレン（２０）硬化ヒマシ油　　　　　　０．２
　ポリオキシエチレン（４０）硬化ヒマシ油　　　　　　０．２
　セタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．２
　プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　３５％過酸化水素水　　　　　　　　　　　　　　　１６．５
　６０％ヒドロキシエタンジホスホン酸　　　　　　　　０．２
　酢酸ｄｌ－α－トコフェロール　　　　　　　　　　　０．１
　８５％リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
　メントール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部　
　　　合　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
【００４２】
（処方例３：一剤式縮毛矯正剤）
　チオグリコール酸モノエタノールアミン液（５０％）　６．０
　モノエタノールアミン（８０％）　　　　　　　　　　４．０
　塩化ステアリルトリメチルアンモニウム　　　　　　　１．０
　セトステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　１０．０
　濃グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　ポリオキシエチレンセチルエーテル　　　　　　　　　１．０
　ポリオキシエチレンベヘニルエーテル　　　　　　　　１．０
　カルボン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　カンファ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２５
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部　
　　　合　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
【００４３】
（処方例４：パーマネントウェーブ剤）
＜第１剤＞
　チオグリコール酸アンモニウム　　　　　　　　　　　４．０
　モノエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　２．０
　塩化セチルトリメチルアンモニウム　　　　　　　　　１．０
　セトステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　１０．０
　ポリオキシエチレンセチルエーテル　　　　　　　　　１．０
　ポリオキシエチレンベヘニルエーテル　　　　　　　　１．０
　カルボン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　メントール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部　
　　　合　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
【００４４】
＜第２剤＞
　臭素酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
　セトステアリルアルコール　　　　　　　　　　　　１５．０
　ポリオキシエチレンセチルエーテル　　　　　　　　　１．０
　ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油　　　　　　　　　　１．６
　モノラウリン酸ポリグリセリル　　　　　　　　　　　１．０
　ポリオキシエチレンソルビット　　　　　　　　　　　０．５
　プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　２．０
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　リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
　ピロリン酸四ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　０．１
　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残　部　
　　　合　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
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